
議第２３号 

 

 

令和８年度王滝村特別会計後期高齢者医療費事業予算について 

 

 

 

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度王滝村特別会計後期高齢者医療費事業予算を別案のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 ３月  ９日  提 出 

王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

令和８年 ３月   日  議 決 

王滝村議会議長  下 出 謙 介 

  



議第２３号 

 

令和８年度王滝村特別会計後期高齢者医療費事業予算 

 

 

 令和８年度王滝村特別会計後期高齢者医療費事業予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,238千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法２３５条の３第２項の規定による一時借入金の最高額は、3,000千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

（１）各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項間の流用 

 

 

令和８年 ３月  ９日  提 出 

王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

令和８年 ３月   日  議 決 

王滝村議会議長  下 出 謙 介 



1 後期高齢者医療保険料 12,111

1 後期高齢者医療保険料 12,111

4 繰入金 4,085

1 一般会計繰入金 4,085

5 繰越金 1

1 繰越金 1

6 諸収入 41

2 償還金及び還付加算金 41

歳　　入　　合　　計 16,238

第１表　歳入歳出予算

(単位　千円)歳　入

款 項 金　　　　額

1 総務費 483

1 総務管理費 3

2 徴収費 480

2 後期高齢者医療広域連合納付金 15,614

1 後期高齢者医療広域連合納付金 15,614

3 諸支出金 41

1 償還金及び還付加算金 41

4 予備費 100

1 予備費 100

歳　　出　　合　　計 16,238

(単位　千円)歳　出

款 項 金　　　　額



1 後期高齢者医療保険料 12,111 11,230 881

4 繰入金 4,085 4,310 △225

5 繰越金 1 1 0

6 諸収入 41 41 0

歳入歳出予算事項別明細書
１ 総 括

(単位　千円)(歳入)

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

歳　　入　　合　　計 16,238 15,582 656



1 総務費 483 682 △199 0 0 483 0

2 後期高齢者医療広域連合納付金 15,614 14,759 855 0 0 3,502 12,112

3 諸支出金 41 41 0 0 0 41 0

4 予備費 100 100 0 0 0 100 0

(単位　千円)(歳出)

本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

歳　　出　　合　　計 16,238 15,582 656 0 0 4,126 12,112



1 後期高齢者医療保険料 12,111 11,230 881

1 後期高齢者医療保険料 12,111 11,230 881

1 特別徴収保険料 8,477 7,860 617 1 現年度分 8,477 特別徴収保険料現年度分 8,477

2 普通徴収保険料 3,634 3,370 264 1 現年度分 3,633 普通徴収保険料現年度分 3,633

2 滞納繰越分 1 普通徴収保険料滞納繰越分 1

4 繰入金 4,085 4,310 △225

1 一般会計繰入金 4,085 4,310 △225

1 事務費繰入金 583 782 △199 1 事務費繰入金 583 事務費繰入金 583

2 保険基盤安定繰入金 3,502 3,528 △26 1 保険基盤安定繰入金 3,502 保険基盤安定繰入金 3,502

5 繰越金 1 1 0

1 繰越金 1 1 0

1 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 繰越金 1

6 諸収入 41 41 0

2 償還金及び還付加算金 41 41 0

1 保険料還付金 40 40 0 1 保険料還付金 40 保険料還付金 40

2 還付加算金 1 1 0 1 還付加算金 1 還付加算金 1

２　歳　入 (単位　千円)

節
款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

歳　　入　　合　　計 16,238 15,582 656



1 総務費 483 682 △199 483

1 総務管理費 3 109 △106 3

1 一般管理費 3 109 △106 3

8 旅費 3
（住民係）
　一般管理費 33
　　　　職員旅費 3(繰)事務費繰入金 3
　　　　　職員旅費 3

2 徴収費 480 573 △93 480

1 徴収費 480 573 △93 480

10 需用費 478

11 役務費 2

（住民係）
　徴収費 480480
　　　　消耗品費 478(繰)事務費繰入金 480
　　　　　消耗品費 478
　　　　手数料 2
　　　　　手数料 2

2 後期高齢者医療広 15,614 14,759 855 3,502 12,112
域連合納付金

1 後期高齢者医療広 15,614 14,759 855 3,502 12,112
域連合納付金

1 後期高齢者医療広 15,614 14,759 855 3,502 12,112
域連合納付金

18 負担金補助及び 15,614
交付金

（住民係）
　広域連合納付金 15,6143,502 12,112
　　　　負担金（その他） 15,614(繰)保険基盤安定繰入金 3,502
　　　　　広域連合納付金 15,614

3 諸支出金 41 41 0 41

1 償還金及び還付加 41 41 0 41
算金

1 保険料還付金 40 40 0 40

22 償還金利子及び 40
割引料

（住民係）
　保険料還付金 4040
　　　　還付及び加算金 40(諸)保険料還付金 40
　　　　　保険料還付金 40

2 還付加算金 1 1 0 1

22 償還金利子及び 1
割引料

（住民係）
　還付加算金 11
　　　　還付及び加算金 1(諸)還付加算金 1
　　　　　還付加算金 1

4 予備費 100 100 0 100

３　歳　出 (単位　千円)

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他



1 予備費 100 100 0 100

1 予備費 100 100 0 100

28 予備費 100
（住民係）
　予備費 100100
　　　　予備費 100(繰)事務費繰入金 100
　　　　　予備費 100

歳　出　合　計 16,238 15,582 656 0 0 4,126 12,112

(単位　千円)

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他


